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具体的な要支援者は次のとおりです。
① 高齢者〔一人暮らし高齢者（高齢者のみの世帯）、寝たきり高齢者、

認知症高齢者など〕
② 身体障がい者〔視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者、

内部障がい者など〕
③ 知的障がい者
④ 精神障がい者
⑤ 常時特別な医療等を必要とする在宅医療者

〔人工透析を受けている者、難病等の者（医療機器等を装着している者）、
低肺機能者（酸素吸入が必要な者）など〕

⑥ 乳幼児・児童（特に低学年児童）

「避難行動要支援者支援制度」のご案内

避難行動要支援者支援名簿とは、自分ひとりで移動したり、情報を
得たりすることが難しく、災害が起きたときに手助けが必要な人達を把
握し、支援体制を整備するための名簿です。
ただしこの名簿は、避難行動要支援者を支援する地域の活動に活用す
るためのものであり、災害時に必ず避難支援することを保証するもので
はありません。

利府町

避難行動要支援者

避難支援者等関係者

家族・知人・地域の方
支援組織など

高齢者・障がい者など
（災害時に支援が必要な方）

見守り活動
避難支援

要支援者名簿及び個別避難計画の情報は、「塩
釜地区消防事務組合」「利府町社会福祉協議
会」「自主防災組織（町内会）」「利府町民生
委員」避難支援関係者に情報共有します。

役場に申請時に、避難支援者
関係者に名簿情報を提供する
ことへの同意をもらいます。

避難行動要支援者支援名簿とは？

要支援者の対象はどんなひと？

避難支援の流れ

協力依頼
情報共有

申請
同意の確認



登録には申請が必要と
なります。詳しくは町
ホームページをご覧いた
だくか、下記の問い合わ
せ先までご連絡ください。

「個別避難計画」とは、「避難行動要支援者名簿」に登録をしてい
る方の中で、より詳細な情報を記載した一人ひとりの避難支援の計
画です。
※提出いただいた計画書は、役場で入力後、民生委員を通して本人にお渡しします。

【個別避難計画記入例抜粋】

【お問い合わせ先】
保健福祉部 地域福祉課 福祉総務係
☎０２２－７６７－２１４８

【町ＨＰ】

◆避難する際の詳細
な支援情報を記入
してください。

◆家族ではなく、隣人など
災害時に避難を手伝って
くれる方の情報を記入し
てください。

◆記入された氏名等は、自
主防災（町内会）等に
情報を共有するので
必ず本人からの許可をも
らってください。

※避難支援者の方も被災
し、支援できない場合
もあります。

普段から町内会や民生委員など、見守り活動として要支援者の方々に声掛け
などを行っています。災害時は身近な地域での助け合い（共助）が重要となり
ますので、常日頃から地域の方々に、どのような支援をしてほしいか、知って
もらうことが大切です。
また登録後、個別避難計画はご本人にお渡ししますので、自身

の内容を把握し、災害に備えましょう。

【避難所一覧】

個別避難計画とは？

日頃からの備え

登録・相談について


